
現資格者 住所
（現組合員）

氏名 ㊞

電話（　087　　）　894　—　9213

新資格者 住所
（新組合員）

氏名 ㊞

電話（　087　　）　894　—　9213

生年月日　T.S.H　30　年　1　月　1　日

１．資格得喪の対象たる土地

※原因：死亡、経営移譲、所有権移転、住所変更、その他（　　　　）
　 表に書ききれない場合は、別紙に記載し添付してください。

２．新組合員の賦課金納入方法（希望する番号に〇を記入願います。）
１　香川県農業協同組合の口座から自動引落
２　香川県農業協同組合又は区の窓口での現金納入
３　区指定の金融機関に振込

さぬき市志度5385番地8

讃岐　太郎

讃岐　次郎

原因 時期

石田東 横内 甲935番地1 田 100 死亡 令和元年6月1日

大字 字 地番 地目 地積（㎡）

組合員資格得喪通知書

令和　元　年　７　月　1　日

さぬき市土地改良区
理事長　鈴木　登美雄　様

　下記事項により組合員資格が得喪したので土地改良法第４３条第１項の規定により通

記

提出日

現在の組合員の住所・氏

名・電話番号・押印

新しい組合員の住所・氏

名・電話番号・生年月日・

押印

讃

岐

讃

岐

口座からの自動引落を希望

された方は、「預金口座振替

依頼書」を送付いたします。


